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0 上野伸子 ( 未来工 研 ) 

ユ ． ほ じめに 

や ダイオキシン 汚染など一連の 食品安全問 で 喪失した国民の 信頼を回復す 

るために、 食品安全管理組織の 統合や独立性確保などに 講じてきた。 今日も尚。 国民の信頼を 

リスクコミュニケーションのあ り方を模索している。 

欧米諸国のリスクコミュニゲーションの 特徴は、 日本の教育的啓発的なリスクコミュニケーションとは 対照 

的に。 マーケティンバ 的な いている。 マ - ケティンバ的とは、 風評被害などの 混乱を招くこと 

なく、 伝えるべき入に 効率的かつ的確な 手段を用いて 安全評価情報を 伝えるリスクコミュニケーション 方法を 

意味する。 

本研究は、 欧米豪州など 先進諸国の食品 安 構 におけるリスクコミュニ ー ケーション 能は ついて " 現地調 

査 結果を踏まえ、 政策側の視点から。 組織。 人材、 対外施策などに 関して考察している。 

2 。 ステークホルダ 一間とのリスクコミュニケーション 形態 

様々なステークホルダーとのリスクコミュニケーション 法 国別に異なる。 東京都 康局 「食品に関するリス 

ク コミュニケーションの 国外調査 1 ( 未来工学研究所委託， 初によると、 図 1 が示すように、 アメリカは 

ステークホルダ 一の利害を前面に 出した「多極的リスクコミュニケーション」を 実施している。 他力、 オース 

トラリア、 ノルウェイは 国の評価 関 と産業界との 友好的な関係を 構築したリスクコミュニケーションを 実施 

している。 イギリス。 ニュー ジ ンド。 カナダは 、 国の評価 機関主導の - 元的リスクコミュ 

ニケ - ションが実施されている。 

  

図を 諸外国の食品リスクコミュニ 一 ションのタイプ 

出典 : 東京都健康 局 P 食品に関するリスクコミュニケーションの 国外調査 d 2 

唯一カナダには、 「リスクコミュニケーション。 ポリシ - 」という国家の 統 -- 方針があ る。 
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地方自治体。 医療機関などで、 組織ごとに異なる 意見や情報発信を 行わないように   

ぬ めが取り交わされている。 

3 。 食品行政機関におけるリスクコミュニケーション 機能 

欧米諸国のリスクコミュニゲーション 部門は総じて、 組織のコミュニケーション 部門として間 

づけられ、 組織横断的な 能を果たしている。 食品個別の安全評価情報を 発信する場合、 食品部門の科学者や 

科学行政官とコミュニケーション 部門スタッフが 連携してファクトシートを 作成する。 

こと @ や鳥インフルエンザなどの 緊急対応を要するリスクコミュニケーションの 場合、 マスメディア 

への戦略的対応「メディア。 ラインズ」が 策定される。 

コミュニケーション。 スタ ツフ 
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図 2  リスクコミュニケーション 戦略形成と情報伝達プロセス 

出典 : 東京都健康 局は 食品に関するリスクコミュニケーションの 国体調査団 

このような欧米諸国のコミュニケーション 部門の規模は 、 工 人双後と比較的小規模であ る。 例外として。 

人のスタッフがおり 一大マーケテインバ 部門を呈している。 総じてコミュニケーショ 

ン 部門の所属長 は 女性が多い。 専門 は 、 マーケティンバ、 メディア、 組織論、 社会心 学 。 コミュニケーショ 

ン論 。 サ イェンスコミュニケーションなどであ る。 人文社会科学系のバック ダ ラウンドをもつ 人が多い傾向に 

あ る。 

4. 緊急対応時のリスクコミュニケーション 機能 

や島インフルエンザなどが 国内に発生した 場合 " 各国の食品 安 

との連携や内部体制が る 。 この場合、 緊急対応のマニュアルは 重要であ る。 多くの場合。 スポ 

ークスマンの 選定やどの部門の 誰が手順に沿ってどのように 動くかといったチェックリスト 形式になって い 

る 。 

ここに。 イギリスの最近の 事例を紹介する " 2 5 年に欧州で最も 話 になった食品安全問 

着色料のスーダン 1 ( 膵 ) であ る。 スーダンⅠは、 リコール対象となる 食料品が数百種類に 及んだ 

ことから、 イギリス、 欧州藪力国で 大問題となった。 イギリスのが A こ 七目。 スーダン五の 問 発覚後に緊急対 

応 体制をとり。 問題解決にあ たった。 スーダン 問題は、 従来の食品安全間 と 異なり " リスクの可能」性のあ 

る商品が数百に び 。 そのリコール 商品の特定が 困難であ り、 食品流通 チヱ一 力 体制が不可欠であ っ 

た 。 スーダン工の 間瀬発生以後。 対象商品を簡単に 特定できないようなケースに 備えて。 様々なステ - クホル 

ダ一 から構成さ る 緊急対応タスクフオース ( ぬ S A に設置されている。 
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この緊急対応タスクフオースに、 小売業界、 食品 メ 一力団体、 ホテル。 食 産業団体。 保険協会、 消 

。 生産者団体などが 参加している。 に 関連する部門長やスタッフ、 コミュニケーション 

部門や法務部門のスタッフなどが 対応す を 経験して、 リスクマネ 、 ジメント及び 

リスクコミュニケーションにおける 業界との協力体制を 重視するようになった。 

5 。 リスクコミュニケーション 方法 

欧米諸国のリスクコミュニケーション は、 主として、 的確な情報 供を実践する「マーケティンバ 型のリス 

タコミュニケーション」であ る。 食品 の リスク情報は、 国民全般に周知するコンテンツと、 あ る特定の人為、 

例えば妊婦などに 知らせるべきものとがあ る。 加えて。 食品のリスク 情報を知らせると 同時にその食品の 

上の メリットを伝えなければならない 場合があ る。 例えば魚介 のィヒ字 汚染に関する フ アクトシート @ ま。 メリ 

ットと デメリットの 二つの相反する 側面を伝えなければならない。 このような場合、 コンテンツのフレ - ミン 

グを行い。 誰に。 何を、 どのように伝えるべきか 整理したつえで、 コンテンツ情報の 作成と、 伝達するメディ 

アを 選択する。 メディアとしては。 マスメディア 以外に、 専門誌や医療機関など。 伝達すべき人が 確実に情 

アクセスできるメディアが 選択される " 

例えば。 イギリスの ぜ A は " 鳥 インフルエンザに 関するリスク 情報を。 二つのアプローチから 発信してい 

る 。 ひとつは「食べても 危険 はなレリ というシンプルなメッセージを 送ること、 もうひとつほ ， 

ザが イギリスに発生した 場合の対応をアドバイスしている。 オランダの など海外との 窓口となる 

場所にリスク 情報を発信している。 

ためのリスクコミュニケーションも 重要であ る。 欧州各国の食品安全庁では、 日本の食品 

ている意見交換会に 類似した会議は 開催されていない。 一般市民のリスク 認知や意見につ 

いては、 フ オーカスグループの 手法を用いて 情報収集している。 -- 般 市民と専 家が参加するコンセンサス 会 

議は 。 リスク評価機関ではなく。 リスク管理機関によって 、 G を 対象に開催されてい 

る 。 欧州の事例では、 コンセンサス 会議は 、 定 的な会議ではなく、 政治家が必要性を 唱えて 開 

とし Ⅰ ニ ラ。 

  考察と課題 

今日の欧米諸国。 日本における 食品のリスクコミュニケーションの 課題は。 レ ㍻ 、 に 民主的なリスクコミュニ 

ケーション「参加型リスクコミュニ ケーション」を 実践していくかであ る。 筆者は、 

側 として関与したイギリス 保健省のピーター。 べ ネットにインタビューを 行った。 ベネット は 「プロセスをオ 

一フ ンにすること " ぎ OCeSS     、 そのことがリスクコミュニケーションにおいて 最も重要であ る コと指 

摘 している。 

図 3 は諸外国のリスクコミュニケーションの 実態から作成した 食品のリスクコミュニケーション 進化モデ 

ルであ る " 欧米諸国は「マーケテインバ 型リスクコミュニケーション」を 実践している。 ステークホルダー か 

らの意見収集注フォーカスバループや 個別の委員会を 開催して行われている。 他方、 我が国ほ「教育的なリス 

ク コミュニケーション」と「参加型リスクコミュニケーショ 凋の混合したリスクコミュニケーションを 実践 

している。 このリスクコミュニケーションは、 専門家と一般市民とのコミュニケ - ションが同時に 行われてい 

るが。 一般市民からの 意見の反映が 不透明であ り、 形式的であ るとも言える。 
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専門家と一般市民との 双方向のコミュニケーションを 同時に行うか、 或いは別の形態で 行うのが良いのか。 

民主的で効果的なリスクコミュニケーションを 実践していくためには、 今後、 欧米諸国と日本とが 

討 することも必要であ る 

R 。 リスクコミ @ ニ ケ ー @ オノ 

付記 本研究は内閣府食品安全委員会公募研究課題「効果的な 食品安全のリスクコミュニケーションのあ り方 

に関する研究 ( 代表 : 関澤 純 ) 」平成 重 年上野分担 - 「欧州における 効果的な食品のリスクコミュニケーショ 

ン に関する実態調査」 & 年上野分担「北米における 効果的な食品のリスクコミュニケーションに 関する実態 

調査」に基づいている。 
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